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はじめた

　明治新政府の発足以来，実に多ぐの法令が制定され施行をみてきたが，’現在も毎年

新たに200件内外の法律と，それに伴う政令，省令，規則等が1，500件近く発令されて

いる。更に3，000件程度の法令が改廃されており，必要な法令を的確に見つけ出すと

とは容易ではない。近代的な法治国においては1容易に閲読が可能な法令集と適切な

検索手段の提供を国の第‘の仕事として推し進めることが通例となっている。

国立国会図書館では・国立国会図書館法第8条の規定に基づき潤和24年廉1

『日本齢索引〔現行齢翻』を海年1回繍刊行している．とれと蜥テしそ，我

が国近代法制の全体像を明らかにするとともにi現行法令のより正確な把握に資する

こと壷目的に，明治維新以来の全法令の沿革索引の編纂事業に取り組んでいる。

明治初年以来発令猷てきた・布告・磋，弾め齢形式は潤治18年・2月内閣

制が発足するや，憲法制定に対応するため，同19年2月24日勅令第一号公文式（26日

公布）によって，、法律，勅令，閣令，省令等に一一SUされた。法令沿革索引の編纂にお

いても1そり第1期事業として，まず，’明治19年2月の公文式施行から昭和56年9月

までに三三回した齢を対象としでr三田索引〔旧三冠3舟を刊3テした．

それに引き続いて，現在，第2期事業として，戸山3年10月の大政奉還から明治19年

2月までに発令された太政官布告等φ沿革索引の編纂作業を行っている。、

　この編纂作業のよワ正確かつ緻密な遂行を回る、ため，「日本法令：沿革索ili審議会」

を設置し・館外有職者の参加を得で三三を進め旧いる．また，’具体的な作業にあたっ

ては・浅古張早稲田大学法学部教授の指導と援助をttている。

現在湿ている太政官布讐硝鞍三三作業は，・当初，蝕壽書』を帖。1

累引を作成することにしていたが，審議会の諸委員から，『法令全書』・には採録もれ

の三等があるので・これだけでは不＋分であるとの指摘があり，でき、る此他の法

箆騨資料を鵡『鯉謝1こ線緬な噸をも回ること
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　　　『法令全書』が公的な法令集として，日本の法律学あるいは歴史学などの研究に資

　　してきた大きさは計り知れないものがあり，今後もその重要性に変りはないが，明治

　　以降の法令すべてを網羅しているわけではない。例えば，「内閣職権」（明治18年12月

　　22日無筆達『公文類聚』），「工場払下ケ概則」（明治12年11月5日太政官達『公文類

　　聚』）等重要な法令や，地租改正関係の法令の多くが採録されていないことがあり，

　　また，参事院，元老院，地方官会議，開拓使，屯田事務局，内国勧業博覧会事務局，

　　台湾蕃地事務局，皇居造営事務局等の機関が発令した法令は，『法令全書』には採録

　　されていない。更に，法令制定後，直近で改正があった場合には，その改正文を読み

　　込んで掲載している場合があることなども，その例である。

　　　『法令全書』については，以上の事情があるので，なお調査すべき資料として，①

　　編纂主体が国家機関であること，②編纂時期が法令発令から遠くないこと，③原本の

　　編綴であること，等を基準に，107タイトル5，176冊を選び出した。このリストに基づ

　　いて，『『法令全書』に採録されていない国の中央機関が発令した法令の調査を行い，

　　21，874件の法令を採録した。『法令全書』から採録した法令23，815件と合わせて，45，

　　689件（平成9年10月31日現在）の法令を採録したことになり，この作業により，明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
　　の調査研究に資することができれば，、と願ってい、る。重要資料の欠落や間違い等，お

　　気付きの点をご教示願えれば幸いですg

　　　　　ゴ　　　　　　　　　凡　例．
1．本目録は，慶応3年10月、14日大政奉還から明治19年2月26日公文式施行までの聞

に雛飾された太噸結・礎1達及略鞭の燵．達等を収鍬た齢集
　（資料）り目録である。　　、　　圃　　．　　　　　　　　　　　ノ

2．資料の選択基準ば，①編纂主体が国家機関であること，②編纂時期が法令発令力≦

　ら遠くないこと，③原本の編綴であるか，それに準じるものであること，である。

3．収載の資料を，1官報・日誌，II編年体法令集，．III総合法令集・単行法宵立，

　IVその他の記録史料・の4部に牽けf解説を付した・・

4・記載の順序は・資料名編者・出版坤（東京は省略）・出版者・串三年・回数又は

　冊数大きさ・．である。細巻出版地・出版者は創刊時で採り・その後の変遷は・

　適宜文中で紹介した・資料中に該半項目の記載炉無吟ものは・省略Pた・

5・◇内は臓機関・臓機関にお1する当瀬峰の請求番号及び合綴騰である
　（各機関には請求番号あ異る同一資料が存在することがある）。機関の略称は，以下

　のとおり。

　　〈公文〉は国立公文書館く東京都千代田区：北の丸公園3－2）

　　〈最高裁図〉は最：高裁判所図書館（東京都千代田区隼町4L2）、

　　〈法務図〉は法務図書館（東京都千代田区霞ヶ関1－1－1）
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　　〈国論〉は国立国会図書館（東京都千代田区永田町1－10－1）

6．請求旧号の後に記載した合綴冊数依，各館が合判製本して保存してい乙現在の形

　態を示す。　　　　　　　　　、　」

7．【】内には，各資料に収録された法令の大体の年代と，収録された主な法令の種

　別（括弧内），及び各資料の編纂の形態を記載した。

　　（事項）は事項別に編纂された法令資料であることを示す。

　　（編年）は編年体で編纂された法令資料であるごとを示す。

8．資料は官省順に配列し，官省の配列は，明治18年12月現在の建制順に従った。

9．原典の引用において，、漢字の字体は，通行の字体に直し，適宜句読点を施した。

1．官報・日誌

1．官報　太政官文書局　明16－29cm〈国図　CZ－2－2＞

　　【明治16～（布告布達　達　告示）（編年）】

　参議山県有朋のi建議、（『公文別録』自明治15年至16年太政官2回忌）を蔓け，

明治16年7月2日太政官文書局によ、って創刊された，法令の公布機能を有する

日刊紙。

　しかし，当初は「官省晶晶ノ達並二告示ノ儀祠官報二登載スルヲ以テ公式ト

シ」（明治16年5月22日太政官第23号達）とされ，布告i布達については公式

の公布機能を持っていなかった。明治18年12月28日，「布告布達ノ儀自今官報

二登載スルヲ以テ公式トシ別納配布セス」との太政官第23号布達が出るに及ん

で，名実共に法令の公布機能を持つに至る。

　掲載事項は，布告，布達，達，告示以外に，詔勅，賞勲，叙任，官庁広告，

行幸，行啓，観閲，参事院回答並審理，諸官論証指令，軍艦出入，官吏転職出

入等，雑事，公使領事報告，外国新聞抄訳，説明正誤，学芸教育二関スル事

項・農工商業及山林二関スル事項，統計報告，気象報告，汽船出入，広告と多

岐にわたっている。

　明治期官報り「事項索引」は民間版も含めていまだに作られていない。

　復刻版は『官報明治篇　第1－19巻』（竜渓書舎1984－1992400冊27
cm〈国図　CZ－2－14＞）がある。

2．ホ政官日誌　総裁局史官日誌司　京都、．t村上勘兵？aj　’・井上治兵衛　慶4一

　・明ユ01178冊　21．5cm〈国事　CZ－2－9，　CZ－2－Ole＞

　　・【慶応4～明治9　（布告　布達　達）（編年）】

　慶応4年2月，．望薄入局制の下で，総裁局史官日誌司によって創刊された，

法令の周知と維新政府の広報とを目的とした不定期の逐次刊行物である。一般



に『官報』の先駈けといわれているが，法令の公式の公布機能は有していな

い。

　「近来太政官ニテ日誌ヲ出版シ，広ク天下二御布告被遊候儀ハ，上下貴賎ト

ナク，御店道筋ヲ敬承セシメ，一意二方饗スル所ヲ知り，其条理上ヲ践行セシ

メントノ御仁慮」（明治元年4月5日（仰）第217『法令全書』）と，三三出に

刊行目的が記されている。

　内容は，布告，布達，漣のほか，御沙汰，被面出，、定等の法令，叙任，辞

令・，職制』その他戊辰戦役の戦況動向など太政官政治全般にわたっている。

　京都版のほゆ東京版があり，須原屋茂兵衛・和泉屋市兵衛が刊行している。

東京版は，始めは京都版より少し小形で四六判（17．5cm），慶応4年第41号か

らは京都版とほぼ同じ大きさ（21cm）となる。振仮名付である。〈国図CZ－2－

01a＞また，国立公文書館には，初号かあ京都版と同じ大きさの，和泉屋市兵

刊行共すべて同局が担当することとなった。また，刊行当初は和紙袋綴板本で

あったが，同5年10月13日第85号より，洋紙，活版印刷，大きさ19cmとなっ
た。

　慶応4年2月第1〔号〕を刊行，1号1冊で毎年号を改め，明治9年12月27
日第90号（明治10年1月刊）まで刊行された。慶応’4・明治元年178号，2年

121号，3年70号，4年116号，5年108号，6年166号，7年177号，8年152
号，9年90号，計1，178冊．　　　　　　ノ

　影印本は，『太政官日誌第1－8巻』（石井良助編東京堂1980．3－1981．9

8冊　27cm〈国図　CZ－2－13＞）がある。・また，『維新日誌［第一期］巻1－10』

（橋本博編静岡郷土研究会1932－193510冊27cm〈国論　210．61－H272

i＞），同複製版『維新日誌第1－5巻』（名著刊行会　1966’5冊　22cm〈国図

、GB631－17＞）に翻刻収録されている。なお，国立国会図書館本をもとにした石

井良跡継は，須原屋茂兵衛・和泉屋市兵衛刊行の東京版の復刻である。

3．元老院日誌　元老院庶務課　132冊26．5cm〈公文2A　31－7誌180－

　　311＞

　　【明治8～18　（布告　布達　達　伺・指令）（編年）】

　明治8年4月元老院の設立から明治18年12月閉院に至る期間の同院の業務日

誌。公報として刊行されたものではなく，同院の記録文書として編綴されてい

たものである。日誌本文121冊は，三年，各月毎もしくは数月分を一括して編

綴され，茶表紙に，「明治○年元老院日誌巻之○○月」等と記された題簸が
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付されている。本文は，版制中央部に「日誌」，下部に「元老院」とある十三

行青色罫紙を用いた墨書。内容は，元老院に係わる勅書，命令書，職制章程，

条例，規則など，伺・指令，照会・回答など，元老院会議の簡単な記録・官員

の進退地回，会計に関する記載などである。別に年毎に編綴された「目録」11

冊がある。

　影印本が『元老院日誌　国立公文書三蔵　第1－4巻』（大日方純夫，我部政

男編　三一書房1981－824冊　31cm〈下図　GB631－44＞）として刊行されて
いる。、

4．外務省日誌　外務省　21冊　21cm　大和屋喜兵衛〈公文　165－193合

　　綴2冊〉

　　【明治3～4　（達　辞令　往復書簡　職員録）（編年）】

　明治初年の外務省の公報である。創刊年月，終刊年月不詳。『太政三三』に

「外務省日誌ヲ出版ス」の項があり，「本文結末外務へ質候処左ノ通回答有之候

事。御許可御達ニや三三ナシト錐辛末一ヵ年三三出版壬申ヨリハ廃止相成候

事」（『太政事典』第1編網38巻3）とある。・国立公文書館には，明治4年一言第

1号（正月元旦～10日）から同筆21号（10月17日～29日）の所蔵がある。7号

（4月1日～14日に該当する部分）は欠。和紙袋綴，木版，大和屋喜兵衛刊で

ある。そのほか東京大学史料編纂所に明治3年正月2日1号から6号，東京都

立中央図書館に3月11号が確認されている。内容は，達，辞令，職員録，各国

大使・公使書簡，往復書簡目録等である。

5．外務省月誌　外務省　12冊　26cm〈公文　165－197合綴3冊〉

　　【明治5～6　（布達　達’往復書簡　談判）（編年）】

　『外務省日誌』廃刊後，これに代わるものとして編纂された。公刊はされず，

「12部ヲ書写シ以テ正院及本省ノ要覧二備フル」（巻頭附書）とされた。内容は

「毎月外交ノ事務其修ムル所ノ顛末ヲ抄略記載スルモノ」（巻頭附書）とされ，

布達，達，大使・領事等往復書簡，各国公使ノ請求，談判等である。明治5年

1～5号，明治6年6～12号（通号）がある。本文は外務省罫紙（26日目×18、

5cm）を用い墨書。各号の始めに目録が付されている。

6．内務省日誌　内務省　明治8－11191冊　19cm　〈公文　165－186合綴

　　14冊〉　　　　　　　　　　　　”

　　【明治8～11　（布達　達　伺r指令）（編年）】

　明治6年11月10日設置（同年太政官第375号布告）された内務省により編纂

刊行された公報である。内容は，内務省の布達，達及び各府県，警視庁等から

　　　　　　　　　　　　　　　一5一



の伺とそれに対する内務省の指令などである。各号は，布達，達，指令の月日

順に編纂されている。伺と指令は一体で掲載されるので伺は三日のところでは

なく指令日のところに掲載されている。

　明治8年2月22日の内容で始まる8年第1号から，明治11年4丹5日の内容

で終る11年号10号まで，毎年，号を更新して合・計191号が不定期に逐次刊行さ

れた。11年第10号の最終頁に，「内務省日誌明治十一年第十号休刊」とあり，4

また，明治11年6月1日内務省鎖陰46号達に「今般詮議之次第有之休刊三条此

三相達候事上とある。奥付がないので，発行日等詳細は不明である。裏表紙な

どに印刷所博聞社と印廟されているものがある。また，定価が付されているも

のもある。活版印刷，19×13cm，20頁前後の小冊子である。

　復刻版は『明治初期内務省日誌』（国書刊行会　1975　2冊　19cm〈三図

AZ－333－10＞）がある。

描騰編綴鵜置欝環r｝1内発蝦，，
1藻欠錨mll黒図、認識10望6藷9艦齢引　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治10年』

　7．民部省日誌　民部省　須原屋茂兵衛・和泉屋市兵衛　明治4　4冊『21

　　　cm〈公文　166－9合綴1冊〉

　　　【明治4　（官員派遣　褒賞〉（編年）】

　　大蔵省から分離独立した翌年の明治4年1月から5月にかけて民部省が編纂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤノ

　刊行した逐次刊行物。民政を知らしめるための一種の広報である。第1号から

　4号まで刊行された。和紙，袋綴，木版，．21×14．5cm，10丁内外の小冊子で

　ある。表紙左下に小さく定価壱匁五分と印字。奥付に官版，御用御書聞所　須

・原野茂兵衛，和泉屋市兵衛とある。第1号1～2月，第2号3～4月，第3号

　4月，第4号5月。

8．租税寮改正局日報　租税寮改正局　明治5－8　111冊　19cm〈公文　2

　　A　35－5記1395－1401合綴7冊〉

　　【明治5～8　（伺・指令　届　復命書　達）（編年）】

　壬申地券が全国に発行された明治5年8月から，地租改正事業が終了した14

年6月目至る期間に編纂刊行され，各府県，関係官省に頒布された地租改正事

業に関する公報の一つである。この日報や，次掲の別報等の編纂刊行の目的

は，「各府県地租改正従事官員之腹案三冠」（明治7年5月31日大蔵省第54号

達）し，全国一律の方針の徹底と目的の貫徹にあった。

　『租税寮改正局日報』は，日報とはいっても日刊ではなく，6～7日間隔で
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発行された不定期の逐次刊行物である。内容は，各府県及び事務局出張職員等

からの改正事務局宛の伺大意とそれに対する指令，・および『法令全書』等には

掲載されない「租税寮改正局日報第虚血達」と称される達等である。

　明治5年忌第1号（8月17日群馬県伺大意，右指令）から43号，9号追加，

号外，43号追加，43号追加二（11月28日）まで計48号が刊行された。，以下，明

治6年に第1号（1月7日）から54号（12月25日）まで，「これに1月20日号外，

1月31日号外，2月20日号外を加えて計56号，明治7年1ご第1号（6年12月28

日）から7号（10月3日）まで計7号が刊行されている。5年第1号から6年

第17号までは，和紙，袋綴，木版刷，19×13cn：i，10丁内外め小冊子である。

6年第18号から，大きさは同じだが，洋紙，銅版印刷になる。’頁も増え，10†

内外から27丁にわたっている。6年第50，53，54号の各面面諭に，発売東京浅

草瓦町，日報社と印刷されている。各府県に5部つつ配布（明治5年9月23日

大蔵省無三面『法令全書』）されていたが，それ以外にも発売されたもめもあ

ったことがうかがえる。

　翻刻版は，『明治初年地租改正基礎資料　上・中・下巻』（地租改正資料刊行三

編有斐閣　1953　3冊22cm〈343．43－Ti286m＞），同復刻版『明治初年地

租改正基；礎資料　上・中・下巻』（地租改正資料刊行会編　有斐閣　1988．9　3

冊　22cm〈AZ－366－E23＞）の上巻に収載。法令索引と地名索引が付されてい

る。また，『明治初年地租改正基礎資料　補巻』（福島正夫，丹羽邦男編　有斐

閣　1988．922cm〈AZ－366－E23＞，1972年に第1刷が出ているが，当館未収

蔵）別冊に総索引がついている。

9．・租税昏眠正忌別報　租税寮改正局圏13冊・19cm〈公文　2A　35－5記

　　1402合綴1冊＞
　　1【明治7～8　（伺・指令　届　復命書　達）（編年）】

　明治7年から，上記『日報』と並行して，『趙税寮改正局別報』が編纂刊行さ

れることになった。「各府県地租改正従事官員之腹案二供スル君公右二関スル

稟議指令其他枢要ノ条款逐次編纂改正局別報ト名ケ其時々租税寮ヨリ相面面条

此旨民心候事」（明治7年5月31日大蔵省第54号達）とあり，官員の執務に資

するために編纂刊行頒布する旨が達されている。個々の伺・指令は異なるが，’

内容，体裁とも『日報』と全く同じである。第1号（7年2月25日）から第13

号（8年4月10日目まで刊行された。’

　なお，国立公文書館の簿冊標題は「租税宮島旧誼日報第一号～第七号・別録

第一号～第十三号」とあり，日報と別報を合綴したものである。

　翻刻版は，前掲『明治初年地租改正基礎資料　上巻』に収載。
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10．地租改正事務局別報　地租改正事務局　180冊　19cm〈公文　2A　35－5

　　記1403－1415合綴13冊〉

　　【明治8～14（伺・指令　届　復命書　達　地租改正事務局議定）（編年）】

　明治7年3月24日太政官第38号達によって内務大蔵両省間に地租改正事務局

が設けられヅ地租改正に関する一切の事務を管掌することとなり，『租税寮改

正局別報』も『地租改正事務局別報』へと継承された。したがって，内容，体

裁とも全く同じであるが，．加えて，地租改正事務局官員の執務準則である地租

改正事務局議定が新たに掲載されるようになった。

　第1号＼（8年5月22日）から第180号（14年6月30日）まで刊行された。1

年頃ら7号までは通し頁で1か、ら77丁までである。以後は独立じた頁立とな

る6

　翻刻版は，前掲『明治初年地租改正基礎資料　上・中■．下巻』三巻にわたって

収載されている。　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　”

　　　　　　　　　　　　“
・1．陸軍省白雛僧省磁5ヨ略644冊2。．5。m〈公文、65一、，1合

欝1、5（布告誌開析．指令辞令）（編年）’】

　陸軍省設置（明治5年2月28日太政官第62号（布）r法令全書』）後まもなく

編纂刊行された陸軍省の公報。明治初年に各省から出された日誌類の中では比

較的長い期間にわたって刊行されたものの一つである。

　内容は，陸軍省に係わる響町官の布告，布達，達，指令。陸軍省の布達，

達。陸軍省への伺とそれに対する指令。辞令等である。

　壬申2月27日の内容で始まる明治5年第1号の刊行年月日の詳細は，明らか

ではない。しかし5年5月28日，陸軍省より「三省日誌刊行仕度別冊相添此段

伺候也」との伺が太政官に出され，それに対して，5月30日「伺之通」との指

令．（『太政類典』第2編第39巻27）が出ているので，その近辺の発刊であるこ

とは間違いないと思われる。明治15年34号（追加1，2号）が最終号で，内容

は15年12月23～31日のものである。最終号の刊行年月日も不明であるが，『光

老院日置』（明治16年巻之6第754号）によれば，16年6月46日陸軍卿官房長よ

り「当省日誌刊行ノ脚本月限リ廃止」の通牒があったとの記述がある。

　明治5年第7号までは，末尾に御用御書物師北畠茂兵衛との印字がある。木

版，袋綴，半紙本であった。8号より鉛活字。毎年号を改め，、5年36号，6年

64号，7年104号，8年83号，9年56号，10年38号，11年39号および追加5回，

12年40号および追加7回，13年47号および追加11回，14年42号および追加14

回，15年34号および追加24回，以上が刊行されている。

　影印本に『近代史史料陸軍省日誌　第1－10巻』（朝倉治彦編　東京堂出版
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1988．5－1989．410冊　27cm〈国俗　AZ－663－E4＞）がある。

12．海軍省日誌海軍省　明治9－16186冊18．8cm〈公文165－199合・
　　綴18冊〉

　　【明治9～15　（布達　達　伺・指令　届　辞令）（編年）】

　明治9年より海軍省が編纂刊行した公報である。明治初年の日誌類には珍し
　　　　　　　モく，第1号の始めに凡例がついており，貴重である。それによると，法令種別

を以下のように分類して掲載している。御達書（正院より海軍省宛の達），御

沙汰書（正院よりの磯曲官員，瓢防，出張在勤等の辞令），海軍省甲布達（全

国宛）・乙達（府県宛），卵白（所轄各庁宛），達書（海軍省よりの辞令），伺・

届書（海軍省より正院宛），伺・届（各府県，所轄庁より海軍省宛），各所轄庁

達・申渡。

　9年第1号は，9月1日の内容で始まり，最終号は15年第36号で，12月31日

の内容で終っている。9年は12号まで，10年以降は毎年36号刊行されている。

旬刊。国立公文書館蔵本は，明治14年13号～16号（5月1日～6月10日分）が

欠けている。14年には附録が1号ある。実際の刊行年月日の詳細は不明。その

廃止については，『元老院日誌』（明治16年巻之2第211号）に，16年2月22日

「海軍省日誌自今廃止ノ儀海軍省通牒」との記述がある。洋紙，活字印刷。

　影印本に，『海軍省日誌』（竜謡曲舎　1989．4　4冊　27cm〈国図　AZ－664－

E28＞）がある。

13．文部省日誌　文部省記録課　出雲寺萬次郎　明治5－15　192冊　21．5cm

　　〈公文　166－8合綴25冊〉

　　【明治5～15　（達，通牒，伺・指令，照会・回答）（編年）】

　各府県の学務行政上の執務参考資料として刊行された，不定期の逐次刊行物

である。

　明治5年8月に創刊され，翌6年3月に休刊。同11年1月に復刊され，15年

12月まで刊行された。発刊当初の出雲寺萬次郎版は半紙袋綴，木版印刷で6丁

前後の小誌であった。後に活版印刷になる。

　内容は各府県宛の達，内訓，通牒，通達，各府県の伺，照会に対する指令，

回答等である6その他布告の写などもある。

　検索ツールに，国立教育研究所教育史料調査室編『文部省日誌総目録』（同

研究所　教育史料目録1（当館未所蔵））がある。

　復刻版は『文部省日誌　1－25』（日本史籍協会編　東京大学出版会　1985．5－

1987．525冊　22cm〈国図　FB14－325＞），『明治前期教育史料集成』（雄松堂

フィルム出版　1965．660リール　35mm〈国図　YD－217＞），『文部省日誌
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複製版明治前期文部省刊行誌集成1－5』（歴史文献　5冊〈国造　Z7－1424＞）

がある。歴史文献刊行のものには，別巻として，解題・目次・索引一覧（佐藤

秀夫著）がある。

14．司法省日誌　司法省　福田兵四郎・辻金太郎　明治6－9　497冊　22cm

　　〈公文　166－1合綴27コ口

　　【明治6～9　（伺・指令裁判所申渡　届　布達達辞令）（編年）】

　明治6年1月，司法省記録課の編纂により創刊された不定期の：逐次刊行物。

国民への広報と法務担当官吏の執務に資することを目的に刊行された。明治5

年11月26日付太政官宛の司法省届に「今般騒騒於テ日誌ヲ編輯シ凡聴衆断獄事

務並諸府県ヨリ伺二二付指揮ノ類其他衆人ノ観覧ヲ経テ補益アルモノニシテ機

密二渉ラサル分バー切鏑刻シ来ル明治六年一月四日目リ公布致シ候此段御燈申

進候也」（『太政掌典』第2編第39巻9）とある。明治9年10月に廃刊された

（明治9年10月26日司法省第72号達）。

　内容は，各府県・裁判所からの伺と届，伺に対する司法省の指令，裁判所の

糊灘繋（灘轟羅轟さ馨認騰
鷺甥朧糊講錨聡びに対す聯は一体として扱

　7年分には，索引が付いており『明治七年司法省日誌索引第一』は刑事部，

『同第二』は職制，『同第三』は民事部の3冊である。

　6年1，2月は，福田兵四郎・辻金太郎刊，22cm，活字印刷である。改定
律例発布により，7月から新たに喜を起こし，後1号として刊行した。御用発

悪所日新真事誌局，売捌所福田兵四郎・辻金太郎，18．2cm，となる。70号か

ら御用発疹所新製活版所天野芳次郎となり，大きさも22cmとなる。7年から

御用発党所須原鉄二になる。1冊の頁は16頁から26頁である。

　復刻版は『司法省日誌　1－20』（、日本史籍協会編　東京大学出版会　1983．9－

1985．420冊　22c！n＜国譲．』AZ－771－67＞）があり，13巻が上記7年の索引に

　　　　　　　　ノ該当する。

15．開拓使日誌　開拓使　103冊　22cm〈公文　166－15’三三13冊〉

　　【明治2～10（駆馳・指令上申　届）（編年）】

　開拓使の公報。明治2年から10年まで刊行されている。内容は布達甲，布達

乙，達書，本支庁屯田事務局等の伺と，それに対する指令，本支庁等の上申，

届等が中心をなしている。

　2年は1～5号，・補遺上・中・下（2年9月から4年7月までを節録），一4年
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1～4号，5年5～15号，6年16～23号，7年24～30号，8年1～23号，9年
1～21号，10年1～21号まで刊行されている62年1～5号には奥付が付され，

官版御用，御書三所，東京，播磨屋喜右衛門6御彫刻師，東京，木村屋嘉平と

ある。和紙，袋綴，木版。補遺から活字印刷。

　復刻版は，『開拓使日誌』（日本史籍協会編　東京大学出版会　1987　6旧
く

22cm〈国図　DD36－E2＞）・がある。

　なお，国立公文書館の目録上の旧名は「開拓史日誌」となっている。

II．編年体法令集

16．法令全書　慶応3一明治17　内閣官報局　博聞社

　　21cm　＜国図　CZ－4－1＞

　　【慶応3～明治17　（詔勅　布告布達　達

明治19．3－24．317冊

告示）（編年）】

　『法令全書』は，最：初，太政官文書局が『官報』に掲載された法令を月毎に

法令種別月日順に編纂した逐次刊行物であり，明治18年9月に創刊，博聞社よ

り刊行された。事業は，後身である内閣官報局に引き継がれ，現在も引き続き

財務省印刷局より刊行されている。

　また，これとは別に，明治19年3月，「一大完全ノ法律，規則書ヲ編成スル

ニ至ル」（太政官文書局稟議i，『公文録』2A－10一公3683収録）べく，内閣官報

局は，「慶応三年十月十五日（十月十四日幕府大政返上）二三シ明治十七年十

二月（十入筆一月法令全書創刊ノ前月）中綿ル其間発布ノ法令」（『法令全書』

編纂例）の遡及編纂に着手し，年別の編年体法令集17巻を明治24年3月に完成

させた。収集，掲載された法令は21，829件，条約及び指令466件とされている

（「イロハ別索引」叙言）。本文は，発令者毎に分けられ，法令種別，月日順に

編纂されp．tt凶年の巻首には発令三三の法令種別，月日順の目録がある。本文と

目録の欄外に，改廃経過や参照法令等の頭注が付されている。この期間の法令

の「イロハ別索引」の編纂は，明治24年4月に開始され26年3月に完成，博聞

社より刊行された。『法令全書』及び索引の編纂の事情は，明治25年11月内閣

官報局長高橋健三の回した「イロハ別索引」の三三に簡潔にまとめられてい
る。

　遡及編纂されたこの期附のものの復刻版として，『法令全書　第1－17巻，別

巻』（原書房　1974－7630冊　22cm　〈国図　CZ－4－8＞）が刊行されている。

原書の誤植部分を，新しい活字で訂正し印刷しているので，原書とは異なる記

載個所がある。

17．布告全書　明治4－16太政官外史　北畠茂兵衛・村上勘兵衛・山中市兵
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　　衛　88冊　18．1cm〈公文　ヨ320－364A三三77冊〉．

　　【慶応3～明治18　（布告）（編年）】

　太政官外史により編纂刊行が始められた編年体の法令集である。太政官布告

を月単位（11年以降は年単位）に編集して逐次刊行したもので，明治4年第1
冊（正月2日）で始まり，16年で終っている。各号は発令月日，法令番喜順に

配列され，巻首に月日順の標題の目録がついている。『法令全書』では省略さ

れることが多い別紙や別冊も全文掲載されている。

　この時期，『布告全書』のほかに，各省の布達全書，達全書なども刊行され

始めるのであるが，その編纂に至る詳細はいずれも不明である。しかし，12年

3月太政官書記局記録部事務分掌規程において，判任官第二席が「太政類典，

布告全書，達全書，職官表ヲ編纂スルコトヲ掌ル」とされ，全書編纂業務が公

務であったこと，また『法令全書』刊行に至り，これら各省の全書が概ね終刊

されたこと等から推測して，これらの全書は，『法令全書』の先駈けとも言う

べき役割を負っていたものと思われる。

　明治4年から7年まで，外史編纂。8年から記録課編纂。7年から8年5月

まで『太政官布告書』，8年6胤から13年迄『太政官布告全書』，14年からは

（第11冊は上，　　　　　　中，下あり），6」飛駅1～第12冊（第12冊は上，中，下あり），

7年第1～第12冊8年第1～第12冊，9年第1．「第12冊，10年第1～第7
冊，11年からは，各1冊。刊行年はいずれも不詳。

78贈6墜躍纏論難嚇型制7欄画譜璽箏講
備付十分出来兼候際」，引き続き，「山中市兵衛外二名へ布告全書出版ヲ許ス」

（同書第2編第5巻58）とされた。その後，書蝉村上勘兵衛より「板刻方被呼

免度一昨九年中願出」があり，印刷の滞った明治8年6月より12月・までの分を

官費で印刷した上，以後活版印刷の博聞社へ回している（同書第3編第1巻
43）o

　なお，国立公文書館の簿冊には，丁卯12月から庚午12月までの12冊と，17年

1冊，18年1冊が補配されている。丁卯（慶応3年）12月から庚午（明治3

年）12月までの12冊は，太政官記録課入行青色罫紙，墨書。本文上欄に出典が

朱書されている。「正院記録之印」の押印あり。刊行されたものではない。ま

た17，18年の各1冊は，布告書を合早したもので，全書として刊行したもので

はない。
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18．太政官達書　明治7－16太政官外史　北畠茂兵衛・村上勘兵衛・山中市

　　兵衛　52冊　18～19cm　〈公文　ヨ320－357B　合綴19冊〉

　　【明治7～16　（布告達）（編年）】

　太政官達を収録した編年体の法令集である。太政官外史（8年以降は記録課）

の編纂により，明治7年から16年に至るものが刊行されている。

　巻首に標題と該当頁だけの目録がある。本文が月日順番号順に掲載されてい

るのは，前記『布告全書』と全く同じである。『法令全書』等では省略されて
いる別紙，’ ﾊ冊も全文掲載されている。

　明治7年1月から8年3月までは，『太政官達書』，8年4，5月は『太政官布

告書　太政官達書』，8年6月からは『太政官達全書』となっている。7年

～8年5月まで和紙，袋綴，木版，18×12．2cm。8年6月以降は洋紙，活版，

19．5×13．5cm。7年第1～第12月，8年第1～第12冊，9年第1～第12，10年

第1～第8　（第5は5・6月，第6は7・8月，第7は8・9・10月，第8は
11・12月），11年から15年まで身網1冊，16年第1～第3（第1は1～6月，第

2は7～9月，第3は10～12月）が刊行されている。

　なお，国立公文書館の両罰は，17，18年には太政官布達書を’合回して補配し

ている。和紙，袋綴，20×15．3cm。

19．内務省布達全書　明治7－13　内務省　有隣堂穴山篤太郎　21冊　19．5

　　cm〈公文　ヨ320－388A　合綴20冊〉

　　【明治7～18　（布達　達）（編年）】

　内務省によって編纂された，内務省布達，達の編年体法令集である。明治7

年から16年のものが逐次刊行された。刊行年月日は不詳である。

　内務省甲布達，乙達，丙達が月日順番号順に掲載されている。巻首に簡略な

分類目録が付されている。分類の中は標題が月日順番号順に配列されている。

本文は，月日順番号順に配列され，法令番号，その下に月日と宛先，次行に法

令本文と続く。標題は付いていない。欄外の法令番号の上部に目録の分類の始

めの一文字が記載されている。

　7年奥付なし，但し表紙見返しに「内務省許発免」の朱印がある。8，9，

12，13年分には，「印刷発売　有隣…堂穴山篤太郎」とあり，10，11年分は「東

京　博：聞本社」とある。10年上は11年6月出版，11年上は11年12月出版，13年

下は14年8月18日出版。7年1冊，8年1冊，9～13年は，半年とも上下2冊
が刊行されている。’

　14年以降の公文書館の簿冊は補配されたもので，14，15，16年は達書，告示

書（和紙袋綴，活版，26．5×18．5cm）の合織17，18年は太政官十三行朱色罫

紙に墨書したものの合財で，刊行されたものではない。
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20．大蔵省布達全書　明治元一4　大蔵省記録局　明治14．51036p　20．4cm

　　＜細図　CZ－361－06＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
　　【明治元～4　（布達　達）（編年）】

　大蔵省記録局によって編纂された，明治元年から4年に至る大蔵省の布達，

達の編年体法令集である。次掲21の『大蔵省布達全書』が刊行された後に遡及

編纂され，別に出版されたもので，版も大き・く20．4×14cmである。

　巻首に分類目録がある。租税，蚕糸，船舶等28の分類があり，各分類内は，

法令の標題を月日順に配列してある。本文は，各法令に一連の通し番号を付け

て年月日順に掲載している。

21．大蔵省布達全書　明治4L16大蔵省　13冊　19．5cm〈公文　343－103＞［

　　【明治4～18　（布達・達）（編年）】

　大蔵省によって編纂刊行された，明治4年から16年6月に至る大蔵省の布

達，達の編年体法令集。

　巻首に分類目録を付す。本文は，番号，その下に月日，宛先を記載し，次行

に法令本文と続く。標題は付いていない。法令番号の欄外上部に分類の始めの

篇あ編講難翻1：8年は本省翻の三三り，
　　　　　　　　　　　　　　　9年以降は甲号之龍暗号之部ダ番外之部に分けた目録に変わった。法令本文

の欄外上部に付された分類の一株字鉢変わらず記載されている。

　明治4～16年各1冊計13冊。8£13，15～16年は各翌年の9～14，16～17

年に刊行されている。頒布されていた模様で，9，10，11，・12年にそれぞれ定

価壱円七拾銭，壱円弐拾銭，弐円三拾銭，三円の朱印がある。

　なお，国立公文書館の簿冊は，’16年7月～17年12月と18年の2冊を達書や太

政官罫紙に墨書したものを合回して補配している。・．

22．陸軍省達全書　明治7－18陸軍省　57冊　21cm〈公文　187－412合綴

　　15冊〉

　　【明治7～18　（達　告示　通牒）（編年）】

　陸軍省が編纂刊行した，明治7年から18年に至る陸軍省達の編年体法令集。

達，告示の外，附録に通牒を掲載している。．「項末ノ事項ハ皆之ヲ鳴虫」し

「諸条例別ニー部ヲ為シ印行セルモノ一三附載セス」と凡例にある。

　巻首に月日順に配列された標題だけの目録がある。本文は「年月日ヲ標本ト

シ其順序二従ヒ逐次蒐録」．（凡例），している。．

　1号から57号まで通号で刊行された。7年1．一2号，8’年3～4号，9一年5』『
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～6号，10年7一‘8号，11年9～10号，12年11～12号，13年13～14号，14年

15～25号，15年26～37号，16年38～49号，17年50～56号，18年57号。1～14号

まで洋紙，活版，21×15cm。15～55号まで和紙，・袋綴，活版，18．5×12Cm。

56，57号は洋紙，活版，20．8×15cm。刊行年月日不詳。

23．海軍省布達全書　明治5－11海軍省　12冊20．2cm〈公文　ヨ391－65

　　B＞

　　【明治5～18　（布達　達）（編年）】

　海軍省が編纂刊行した海軍省達の編年体法令集である。明治5年から11年ま

でが刊行されている。12～18年の国立公文書館の簿冊は，「海軍省達全書」と

墨で直書した表紙を付け，達書を合下し補配したものである。

　巻首に目次がある。始めは，月日と標題だけであったが5年4月から法令の

番号も付すようになった。本文は番号の下に月日，次行に法令本文と続き，標

題は付いていない。，5～6年版の最後に，附録として4年7月から5年2月ま

での兵部省海軍卿布達が掲載されている。

　5～6年1冊，7’～8年1冊，9年，10年，11年各1冊が刊行されている．

12年以降は各年毎に達書を合綴。5年～11年は洋紙，活版，20×13．5cm。刊

行年月日不詳。

24．文部省布達全書　明治4－18文部省　11冊　18．5cm〈国図　CZ－611－

　　07＞

　　【明治4～ユ8　（布達　達　告示）（編年）】

　文部省が編纂刊行した文部省布達，達，告示の編年体法令集である。明治4

年から18年までが刊行されている。

“スタイルは他の全書と全く同じで，巻首に番号と標題の目次がある。本文

は，年月日の順に配列され，番号の下に月日，、次行に法令本文と続き標題は付

いていない。

　4～5年が1冊，6年ジ7年，8年が各1冊，9～10年が1冊，11～12年が

1冊，13～14年が1冊，15年置16年，17年，18年が各1冊。13～14年版167頁

裏に「明治15年8月22日出版届文部省蔵版」の朱印，15年版79頁裏に「明治16

年2月5日出版届文部省蔵版」の朱印がある。16年版奥付に「明治17年2月12

日出版届文部省蔵版」，17年版奥付に「明治17年12月19日出版届文部省蔵版」

とある。15年版には，定価金四十三銭の朱印が押され，一般にも頒布されてい

たと推定される。

25．教部省布達全書　明治5－10教部省　穴山篤太郎　356p　18．5cm　＜公
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　　文ヨ165－10＞

　　【明治5～10　（布達　達）（編年）】

　教部省が編纂した教部省布達，津の編年体法令集である。明治5年～10年の

法令が1冊にまとめられそいる。巻首に，年単位にまとめられた標題の目録が

付き，本文も年単位にまとめられて収録されている。

　表紙見返しに「内務省延発党」の朱印あり。奥付は，「印刷兼発売東京書騨

穴山篤太郎　定価金壱円五拾銭」とある。

　なお，国立公文書館の別の簿冊く請求番号　ヨ165－10A＞は，明治5年～8年

の法令がまとめられたものであるが，奥付は東京村上勘兵衛とある。

26．工部省布達全書　明治4－15工部省　3冊　20cm〈法務図B900　K9－
　　1＞＜雑輩　CZ－411－05＞

　　【明治4～15　（達）（編年）】

　工部省が編纂した工部省布達，達の編年体法令集である。ユ号から3号まで

刊行された。1号は明治4～7年（8年刊），2号は8年（9年刊），3号は9

～15年（16年刊）を収録している。3号は『工部省達全書』と改題されてい

27．司法省布達全書　明治’4－17一司法省　須原鉄二　明治8－18　9冊

　　18．5cm〈公文　327－347A＞〈要図　CZ－771－05＞

　　【明治4～18　（布達　達）』（三三】

　司法省編纂の司法省布達，達の編年体法令集である。明治4年から17年まで

が刊行されている。巻首に法令の番号と標題の目次があり，本文は法令の番号

順に配列され，それぞれは法令の番号を見出しにして，次行に法令本文が続

き，最後に年月日が付される。法令標題は付けられていない。

　4～7年が1冊，和紙，袋綴，木版。8年以降は洋紙，、活版。8，9年が各

1冊，10～11年が1冊，12～13年が1冊，14，15年各1冊，，16～17年が1冊。

奥付があるのは8年までである。刊行年月は扉に印字されている。15年以降

「司法省達全書」と改題。国立公文書館の18年の簿冊は，写本を補配したもの

である。

28．開拓使布令録　明治2－10開拓使編輯課　明治12－166冊　22cm〈公

　　文318－395＞
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　　【明治2－10　（布達　達）（編年）】

　開拓使編輯課が編纂刊行した開拓使の布達，達の編年体法令集である。明治

2年から10年に至る問に発令された，開拓長官の府県布達，府県達，管内布達，

管内達，達書，本支庁等該庁上官の本庁布達，本庁達，各野牛等が収録されて

いる。

．各巻首に件名と月日の目録が付されている。本文は月日をおって掲載され第

一，第二の整理番号が付けられている。法令番号があるものは整理番号の下に

括弧で括られ記載されている。9年以降は，法令番号も整備され，法令番号順

に掲載されるようになる。

　2～4年編は15年刊，222p。5～6年編は16年刊，487p。7年編は14年刊，

272p。8年編は14年刊，1，018p。9年編は13年刊，348＋533p。10年編は12年
干lj，　757p。

III．．総倉法令集・単行法令集

29．法例彙纂　太政官史官　明治8－10　10冊　19cm〈国恥　CZ－3－Ol＞

　　【明治元一9　（布告　布達　達　伺・指令）（事項）】

　太政官史官編纂（明治10年は太政官記録掛編纂）による事項別法令集。明治

8年に，民法之部第1篇（人事），同母2篇（財産）が刊行された。9年に懲：罰

則之部，訴訟法之部，商法之部（当館未所蔵）も刊行。10年には，第3三民法

之部（第1篇・第2篇合本），第2版商法之部・訴訟法之部（合本）が刊行さ

れた。太政官刊と博聞社刊がある。　、　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
　8年刊行の法例彙三民法之部第1篇には，表紙見返しに「明治三年史官交

付」の墨書があり，次回に「史官之印」の朱印がある。この朱印は，印影か

ら，明治8年12月7日史官第三科照会において，「史官三三二三イテ印刷セシ

書籍二者スル印章ヲ定ム」（『法規分類大全』政体門三　詔勅式附御璽官印）と

された印章であることが知られる。照会本文に「…追々活版二改革シ門門，活

版ノ躍層印刷容易ナルヲ以テ下方ニテ勝手二三翻刻候様ニチハ不都合二二，以

来翻刻華甲細分二言リ左ノ印章ヲ毎回二割シ候上州テ発売差学習三下然ト存候

…」とあるように，これが押印されたものが官版であることがわかる。後年は

「版権所有」の印に変わる。

　東京博聞社から同一のものが刊行されているが，その間の事情は，8年6月

17日可決の，6月12日付外史記録課稟申「法例彙纂民法商法訴訟法罰則ノ四部

大白今暁脱稿候…就テハ該書ノ儀各庁ハ無論人民二時テモ必要ノ書二可有之町

回印書局へ下付官費ニテ印刷致シ各庁ヘハー部ツツ下渡余目定価ニテー般へ払

下相成候様致度因テ別冊相野仰高裁候也」（『太政官沿革志』二十七著己三局沿
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革〈公文　2A　34－1単1434＞）から読み取れる。当時は，この法例副直に限

らず各省の日誌，布達全書等も，官版を作り，それを各庁に配布し，余は「版

権所有」の印を押して翻刻を防いだ上，定価を付して民間の軽輩から頒布する

といっことが通例であったよつである。

　博聞社刊は，「御用印行所　東京銀座四丁目　博聞本社」の奥付けがあり，

裏表紙見返しに定価1円25銭から2円75銭の間の値段の朱印が押されている。

明治8軍民法之部第2篇（本体896頁，正誤4頁）には，奥付に定価2円15銭

と印刷。太政官刊行と博聞社刊行のものが揃っている明治8年民法之部を比べ

ると，太政官刊は，第1篇604瓦第2篇1，216頁であるのに対し，博聞旧刊

は，443頁，896頁と活字を詰ゆ頁数を押さえている。正誤表も異なっている。

、明治元年から，それぞれ刊行年の前年まで（7，r8，9年）の太政官布告，布

達，達，各省の布達，達，伺・指令が収録されている。’ ｾ政官への伺・指令が

豊富に収録されているのが特長である。民法之明輝1編例言に，「凡人民ト政

府トノ間二生スル法ヲ国法トイヒ，人民相互ノ際二生スル法ヲ民法トイフ。国

人ハ此両法ノ中二保護セラル。…従来本邦二民法ナシ。之ナキニ非ルナリ昭明

ナラサルナリ。…諸法漸二秩次ニツク。因テ布告布達指令ノ諸牒ヨリ其民法ニ

ワタルモノヲ集メテコノ編ヲナス。…庶幾郷国ノ民法是ヨリ其昭明ノ端ニツカ

ンコトヲ上とあり，また．r民法；刑罰アルヘカラス。コノ篇民法ヲ以テ目スト
　　　　　　　　　　　　　ハ錐モ…往々二罰則税率二士ルモノラリ…其ノ全キヲ考証セン、トナラバ刑法罰則

灘誌繍鏡楽聖型謝難聴纏駕
治初年における民法関係め法令あ集大成を図ったものであることが分かる。

30．法規分類大全第1編　内閣記録局　明治22．11－24．569冊29．5cm
　　〈国隣　CZ－3－12＞一．’　t

　　【慶応3～明治20　（布告　布達・達　伺・指令　上申）（事項）】

　内閣記録局が編纂刊行した，慶応3年10月から明治20年12月までに発令され

た法令の分類別総合法令集である。

　「曝書法令ノ原議議案ヲ具へ発令ノ事由ヲ明ニシ事ノ機密二渉ル者ノ外蓋之

ヲ載セ専ラ議政行政迂愚二当ル者ノ用ご供スルノ目的タリ」「法令ノ加除改廃

沿革ノ跡ハ必ス之ヲ詳記シ其閾文及事実ノ疑ハシキ類ハ博ク之ヲ探求シ或ハ主

務ノ官庁二階シ或ハ当時其局二当リシモノ口才ヒ務：メテ考拠ノ確実ナルヲ期ス

ヘシ」（法規分類大全編纂例則。『記録三三則沿革録』第二編第一収録（公文

2A　35－7帳73））との編纂方針の下に・『太政刑典』『公文類聚』その他の公

文を典拠に編纂されたもので，分類は「政体門」に始まり，’「官職門」「宮廷

門」「儀制門」「族爵門」「賞甲西」「文書門」「外交門」「租税門」「財政門」「兵
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三門⊥「学制門」「衛生門」「警察門」「社寺門」「土地門」「運輸門」「民業門」

「民法門」「訴訟門」「刑法門」「治罪門」の22門に分けられづその下が大目小目

に分けられている。門目によっては更に［細目］が設けられている。

　「丁目ノ序次概ネ事ノ軽重二依リ」（法規分類大全編纂例則）配列され，小目

或いは［細目］内の法令の順序は年月日順である。本文の欄外上部頭注には，

四角の枠に囲われた各法令の件名と，法令の改廃経過，参照事項が記載されて

いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、「

　「宮廷門」「儀三門」「族三門」「土地門」’r民業門」「民法門」「訴訟門」の7

門は未完であり，また「政体門」一・二，「治罪門」二は編纂は終了していた

が刊行されていない。

　各巻巻首に必ず目録がある。上から法令の種別及び番号，件名，年月日，頁

が記載され，欄外上部に［細目］が記載されている。別に「総目録」も計画さ

れていたが，これも未完になっている。

　石井良助，林修三監修による復刻版『法規分類大全　第1－69巻』（原書房

1977・4－1981・9　22cm〈国図　CZ－3－15＞）がある。

31例規類纂　前回巻，1－4巻　内務省地理局　明治17　5冊　20cm〈公文

　　2A　34－1　単1469～1477＞

　　【明治元～15　（布告布達達指令訓示議定指令四通知）
　　（事項）】

　「三編ハ明治元年ヨリ／々十五年二三ルマテ土地二関スルー切ノ法例ヲ類纂シ

局員日常処務ノ参拠四阿フル」（前朝巻例言）ことを目的に内務省地理局の尾

台良作，渥美正功によって編輯された土地に関する法令の事項別法令集であ
る。

　布告，布達，達，訓示，議定，太政官の指令，各省の届並びに通知，参事院

及び省局の回答，各省の指令並びに一府県に止まる訓示等が事項別に分類され

収録されている。分類は前加巻の内務省職制章程等と第1章土地ノ区域名称か

ら第59章旧開拓使北海道特別地制までに大別され，章の中は221款に細分され

ている。

　本編刊行後，16年の法令を収録した第2編』（20年刊）から20年の法令を収録

した第6編（21年刊）まで各年分1冊ずつ6冊が刊行された。

　復刻版は，『例規類纂』（橘書院198110冊21．5cm〈一図CZ－454－
10＞），『明治初年地租改正基礎資料　補巻』（福島正夫，丹羽邦男編　有斐閣

1988705p　22cm〈融融　AZ－366－E23＞）がある。なお，橘書院版は本Wt，　’2

－6編全部の復刻。有斐閣版は抄録，翻刻版である。
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32．地租改正例規沿革撮要　大蔵省租税局明治15651p　19cm〈公文　ヨ

　　345－124＞〈三図　YDM33177＞

　　【明治元～14　（布告　布達　達）（事項）】

　明治15年2月，大蔵卿松方正義から太政大臣三条実美に提出された，地租改

正事業の経過をまとめた『地租改正報告書』の附録として，この『地租改正例

規沿革撮要』が編纂された。

　「地租改正二関スル諸例規ノ沿革ヲ詳ニセン為メ部門ヲ分テ之ヲ類集」した

もので，地租改正に係わる明治元年から14年4月までの太政官布告，布達，達，

各省寮局の布達，達等を19項454条に分類して収録している。「重要の事項ハ本

局ノ内規ト錐トモ之ヲ挿入」している。

　本書は法令の原女をそのまま載せず，適宜これを省略，要約した個所があ

り，また一法令あ分類が複数にわたる場合，各条文を分類にあてはめe．分けて

収録しているので，その法令の原形は他の法令集等で確認しなければならない

場合がある。　！　　　tt’t

　翻刻版は『明治前期財政経済史料集成　第7巻』（大内兵衛　土屋喬雄編

改造社　1932478p　23cm＜国恥　342．1－0939m＞）がある。この改造旧版の

復刻版には『明治前期財政経済史料集成　第7巻』（明治文献資料刊行会　1963

478p　22cm〈挿図　342．1－0939m－m＞，『明治前期財政経済史料集成　第7

巻』（原書房　1979478p〆2峯m＜国図　DG12－20＞）がある。

　　　　　　　　　　　　藤

33．布令類聚　上・下・・大　　『明治18．11　2冊23cm〈公文2A　35－6

　　記1728－1729＞〈国図　Y　　28848＞

　　【明治2～15　（布達建）（事項）】．

　明治2年7月の開拓使設置から，15年2月廃使に至る間の開拓使事業を記述
した『開拓使事業報告』（大蔵省編明治18　4冊〈公文　2A　35－6記1723

－1727＞＜国図　YDM28848＞）の附録として刊行されたもの。

　開拓使事業に係わる太政官達，開拓長官布達，達，本支庁達を，職制，地、

理，戸籍等17に類別，それを更に66に細分して，編年に収録している。一法令

の分類が複数にわたる場合，本書では，法令の全文を主たる分類の所に収め，

他の分類の所にも，抄録或いはその鳩目だけを載せているので注意が必要であ

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt　　ノ

　復刻版は『開拓使事業報告’第6－7編』（札幌　北海道出版企画センター

1984－852冊22cm〈国図AZ－1311－596＞），『明治前期産業発達史資料

第25第1－6』（明治文献資料刊行会　1967　6冊　22cm〈三図　602．1－M448

m＞）がある。　　　　’　　　　　　　　　　　，　　～　’
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34．憲法類編　司法省明法寮　京都　村上勘兵衛・小川半弓　明治6　28冊

　　23cm〈聴器　CZ－3－07＞

　　【慶応3年10月～明治5年12月　（布告布達　達　指令）（事項）】

　「憲法類編緒言」によれば，司法省明法寮が「法官ノ査考二便ニス」る目的

で編纂した事項別法令集である。慶応3年10月から明治5年12月までの太政官

布告，布達，達並びに各省使寮司の布達，達及び伺・指令等を編纂したもので

ある。内容は第1編国法部と第2編民法部に分かれ，国法部は，、詔勅条例，官

制，会計，租税，貨幣，国郡府県，郵駅津港，学制，祭典，教法，外国交際，

兵制，刑法，治罪法，規制，褒賞賑血，営造の17巻，民法部は，人事，財産，

財産所有諸法，商法，雑則，訴訟法の6巻に分かれている。

　23×15．5cm，和紙，袋綴，木版の和装本である。

　翌明治7年に，続編として『第二憲法準準』が刊行された。明治6年1月か

ら12月の法令を本編と同じく第1編17巻，第2編6巻に分けて編纂したもので

ある。27冊，23cm，和紙，袋綴，木版。村上勘兵衛，小川半七刊行。

35．現行類聚法規　司法省　明治12－2422．3cm〈国図CZ－3－03＞

　　【慶応3年目明治10年（布告　布達　達）（事項別）】

　「類聚法規序」に「明沿革，顕現行」とあるように，現行の法令とその法令

の改廃経過とを明らかにすることを目的に，司法卿大木喬任の命により司法省

，が編纂刊行した事項別法令集である。第1編から第12編まで刊行され，三編は，

現行の太政官布告，布達，達，各省の布達，達を収録した本文と，それらの改

廃経過を記した『沿革類聚法規目録』からなっている。法令は第一類皇室から

第二十類外国交際まで20項目に分類され，ている。第1編（明治12年刊，沿革目

録は，11年10月刊）は，慶応3年10月ふら明治10年12月までに発令された現行

の法令を収録したもので，本文7冊，沿革目録甲乙2冊からなっている。

　以下12編まで毎年1回刊行され，前年の法令を第1編の分類項目に準じて収

録している。続編（12年刊）本文2冊，3編（14年刊）本文2冊，4編（15年

刊）本文3冊，5編（16年刊）本文2．冊，6編（17年刊）本文2冊，7編（18

年刊）本文3冊，8編（19年刊）本文3冊，9編（20年刊）本文5冊，10編

（21年刊）本文3冊，11編（23年刊）本文3冊，12編（24年刊）本文3冊，沿

革目録が各年1冊である。

　また，司法省は，慶応3年10月から明治13年12月までに廃止された法令を採

録し，、現行強暴の体裁に倣い『非現行類聚法規』として明治17年9月に刊行し

ている。『現行類聚法規』『沿革類：聚法規目録』『非現行類聚法規』の編纂は，

明治10年代から20年代にかけて，’太政官の『法令全書』編纂に先行して行われ

た法令の一大整理事業といえよう。・
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IV．その他の記録史料

36．公文録　太政官記録課　4102冊　26．5cm〈公文　2A　9　公〉

　　’【慶応4～明治18　（布告布達達　告示『指令）（編年）1

　太政官が接受した「各庁ノ申牒，奏請及垂問，照議，往復等ノ文書ヲ記録シ

区分シテ編纂」し，更に「凡該庁一寸議アル毎二其ノ関渉ノ書類：ヲ難船次ヲ逐

テ発端ヨリ結局二至之ヲー件トナス。毎件可否採決ノ月日ヲ以テ順序ヲ立テ⊥

（明治6年「編纂庭務順序」。『記録局網野沿革録』記録課ノ部ユ収録（公文　2

A　35－7帳52－57）），毎年各官省別に編綴したものである。明治6年5月5

日皇居炎上により諸公文原本を焼失したので，それ以前の『公文録』の記述

は，他の記録から写したものであるが，爾後は太政官の群議の編綴である。即

ち「各庁稟請及ヒ上申進達等総ヘテ施行或ハ供覧済ノ書類ヲ編次」（明治14年

「記録課庭務規程」）した，政府の基本公文原簿である。法律，政治，経済，文

化等あらゆる分野における最も基本的な資料といえる。
　　　　　　　　　ノ各簿冊の最初に必ず件名目次が付されているが，これとは別に1年分毎にまと

めた目次が，『公文録索引』全45冊として編纂されている。この索引は国立公

文書館によって影印本にされ，『公文録目録一将1一第7』（国立公文書館

　太政官記録課，その後身である内閣記録局の編纂になる「太政官日記及日誌

諸公文ヨリ典例条規ヲ採り部門ヲ分ツ『類纂」した「政務ノ枢要ト命令ノ原由

トヲ審密封明二・」することを目的とした資料である（明治6年「編纂庭務順

序」）。『太政字典』は『公文録』に先立って計画され，6年制定の「太政類典

小引」によれば，それまでに80余巻が編集されていた。しかし，県社官庁災焼

によりその大半を焼失した。本格的に編纂が開始されたのは明治6年，諸記録

焼失を機に太政官記録課に公文科，類典科が設けられ（記録課章程），『公文

録』とあわせて編集されるようになってからである。双方ともに明治政府の政

策決定課程を知る基本資料である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　第一類制度，官制，官規。第二類儀制，腫外国交際。第三類地方，三民，

産業，運漕。第四類兵制，学制，教法。第五類租税，理貝瀧第六類、民法，

訴訟，刑律，治罪まで6類19門に分類されており，更に三門ばいくつかの目に

細分されている。別に雑部（明治7　一15年），’外編（慶応4▲明治11年〉がある。

　本文は，両三に「太政三三」とある専用の十三行青色罫紙に，年月日，幽一件
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名，内容の順に墨書され，最後に出典が略語で記載されている。出典は「公文

録」「太政官日誌」「行在所日誌」「東京城日誌」「鎮台日誌」「鎮二二日誌」「東

武日誌」「江城日誌」「宮中日誌」「日録」「官符原案」「布告全書」「諸省布達全

書」「憲法二四」「辞令録」「職官表」「皇族家記」「華族家記」の18種の資料

（「太政類典編纂例則」（明治14年11月9日）『記録局諸則沿革録』記録課之部2

収録）が挙げられている。

　各論冊の最初に，必ず件名の目次が「件名索引」として付されているのは

『公文録』と同じである。またこの索弓，1は，国立公文書館によって影印本にさ

れ，『太政類典目録　上・中・下』（国立公文書館　1974－1977　3冊　〈国図CZ－

4－9＞）として公刊されている。

38．公文類聚　明治15－18内閣書記官局記録課　246冊　26．5cm〈公文　2A

　　11類〉
　　【明治15～18　（布告　布達　達　指令）（事項）】

　『太政類典』は明治14年第5編をもって編纂を終了し，引き続いて名称を

『公文類聚』と変更して，明治15年第6編から明治18年第9編まで編纂された。

門目別に類纂する仕方は同じである。各二二の最初に「件名索引」が付されて

いるのは『太政類典』と同じである。公刊された索引はない。

　なお，太政官制から内閣制への移行にともない，『公文録』の編纂も明治18

年12月で終了し，明治19年1月からは，各年毎に法律，勅令等の二三i（原書）

を沢目別に分類編綴し，名称も『公文類聚』（第10編～）として内閣記録局で

編纂されている。之の索引は，国立公文書館より『公文類聚目録』’（国立公文

書館　1985－199814冊　〈国図CZ－4－13＞）として，平成10年現在，昭和23年

までの分が公刊されている。

39．布告布達原書　外史本課・19冊　26．5cm〈公文2A　34－2単1478－

　1797＞

　　【明治6～18　（布告布達）（編年）】

　「考証検考」の用に供するため，外史本課（その後組織改正により，第一科，

本局庶務掛∴書記官局，内閣書記官局）において編綴維持されてきた，太政官

布告決裁原書の写である。表題は原書となっているが決裁原書そのものではな

い。

　明治6年から18年までが編綴されている。6～13年は太政官布告，14ん16年

は太政官布告，布達，17　一y　18年は太政官布達，告示が編綴されている。10年に

は行在所布告，’達の編綴もある。・6年3～5月分を合荒した最初の簿冊は目録

が付いているが，他に目録はない。tt
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　表紙は厚手白色用紙を用い，「明治六年三月起五月止　布告原書　外史本四」

と表題が墨書されている’。．本文については，6年～8年6月までは太政官入

行，十行朱色罫紙26．5×18．5cmを使用し，墨書。ただし，条例，規則等の大

部なもので，別刷りされて担当庁から頒布されているもの，例えば，駅逓寮の

改定郵便規則，大蔵省の蚕種取締規則；陸軍省の改定鎮台条例等は，墨書の布

告文に添えて，その別冊の印刷物をそのまま合湿してある。8年7月～13年4

月（第18号）は太政官十三行朱色罫紙26．5×18．5cm，墨書。ユ3年4月（第19

号）からは，・法令の発令毎に印刷し，’各庁府県に公布のため配布した「布告

書」が編綴されている。ただし，大きさが26．5×18．5cmで，太政官罫紙と同

じであるので（実際布告されたものは，より小版である）別刷りしたものと思

われるg各布告の枠外右に「○○山鳥×号ニヨル」と朱書されている。また右

下には校閲点検者のものと思われる捺印がみられる。

40．達原書　外史本課　15冊　26．5cm〈公文　2A　34－2単1498～1512＞

　　【明治t6～18　（達）（編年）】

　外史本課（その後，第r科，本局庶務掛；書記局，内閣書記官局）によって

編綴維持された）一太政官達決裁原書の写である。明治6年31月から18年までの

太政官達が編綴されている。上記『太政官布告布達原書』と，その編綴方法は

同じである。ただし，目録の付いている二二はない。

　6年3月は太政官十行罫紙を使用。・6年4月～6月10ロは太政官入行罫紙を

響滋郷日鷺鴛轍麗鼎零細第灘響露
使用．墨S．．　13年崩一16年6月29日は，1－2例を除き，太政官＋三行罫紙

と同じ大きさの用紙（26．5×，18．5cm）に印刷された達書を編綴，ただし，号外
達は罫紙に墨書したものの編綴である。16年8月1日～18年は太政官十三行罫

紙に墨書。達の別冊は官報附録を二二している。

41．太政官布達編冊　太政官　12冊　〈最高裁図　明治文庫0104～0115＞

　　【慶応4ん明治18（布告布達　達）（編年）】・

　官報が創刊されるまでの明治太政官期の法令の公布は，’山頭による各藩への

伝達と高札による国民への掲示に始まったが，次第に文書の掲示に依る公布法

が定式化（6年2月24日太政官第68号布告）され，法令は印刷されて中央官庁

から直接各省庁府県に送達（6年10月15日太政官第348号布告）されるように

なった。英米のslip　la曽の如く，一法二心に印刷され配布されるこれら法令の

印刷物は，一般に「布告書」，「布達書」1ヒ「達書」と称される。本稿でも，一般

に「布告書」，「布達書」，「達書」と言った場合はこの印刷物をさす。
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　この12冊からなる簿冊は長野始審裁判所が，送達された太政官の「布告書」，

「布達書」，「達書」等を丹念に収集編綴保存してきたものである。一応慶応4

年忌ら明治18年までとなっているが，主要部分は10年から18年（11年は欠）ま

でである。

　これらの面一には，太政官布達以外のものが編綴されているので，若干の整

理がここで必要になってくる。簿冊の一は，慶応4年から明治9年までの刑

律，訴訟，大赦等に係わる太政官の布告，達と，司法省への伺とその指令の写

（長野県十行罫紙使用，墨書）を合心したものである。ただし，6年以降のな

かには印刷された「達書」が若干含まれる。簿冊の二は，9年1～7月までの

『太政官布告全書』の合綴。以下，三は10年「太政官布告書」，四は12年目太政

官布告書」「太政官達書」，五は13年「太政官達書」，六は14年「太政官布達書」

「太政官達書」，七は15年「太政官布告書」，八は13年「陸軍省達書」（但し後製

本の背表紙は「太政官布達三三入明治十六年」とある），九は17年「太政官布

達書」，十は17年目太政官達」，十一は18年「太政官布告書」，十二は18年「太

政官布達書」「太政官達」の合綴である。

　十，十二の「太政官達」は，『法令全書』創刊についての文書局稟議（17年

12月23日）’「客歳以来達，告示ノ三種二三三二掲載スルノ外，毎月分ヲ三二編

纂印刷シテ諸官庁二配布セリ」の文にみられる「三二編纂印刷」したものの現

物と推定される。

42．布令便覧　1－50・内閣記録局　51冊　24．3cm〈公文　2A　33－9単1246

　　－1301＞

　・【明治18年12月31日現在（布告布達　達　伺・指令　稟候　上申　照会）

　　（事項）】

　内閣記録局が『公文録』等とともに，内規に基き編纂を進めた法令資料で，

法令の「検尋討索ノ用二応スルモノ」として，業務に資することを目的として

いる。19年に完成し供用に付されている・（『内閣記録局第一回報告自明治十九

年一月至十二月』〈公文　2A　35－3記881＞）。

　18年12月31日現在，現行の太政官布告，布達，達，諸官庁の布達，達を分類

編纂したもので，各法令には，参考となる伺・指令，稟候，上申，照会，等が

豊富に付されている。

　分類は，第一類制度，官制，官船。第二類儀制，神祇，宮内，外交。第三

類地方，産業，運輸，警察。第四類兵制，学制，宗教，第五類租税，理財，

訴訟。第六類民法，治罪，刑律。以上6類別20大目に分け’v大目を更に119小

目に分けたものである。

　法令の改正があるものは，条の行間に朱書で記入し，其の年月日番号を欄外
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上部に朱書してある。

　各巻首に分類の索引が付いている外に，全部をまとめた『布令便覧索引1－3』

〈公文　2A　34－1単1305－1307＞がある。

　茶色表紙。目録，本文とも，版画に「布令便覧」と印刷された太政官十三行

青色罫紙24．3×17．5cmを使用，墨書。別冊付きの大部な法令等は達書そのも

のが編綴されている時もある。

43．左註書類　左院　1冊　26cm〈公文　2A　34－9記360＞

　　【明治4～6　（達　伺・指令　届）（事項　編年）】

　左心に関する太政官の達と，左院の運用手続き等，内規に係わる左院の伺，

届を墨書した写しを編綴したもので，明治4年から6年のものが収録されてい

る。「左院事務章程」，「左心職制」，「職務分掌」，「左回ノ式」，「左回議事手

続」，「左院議事式例」，「建白書受付規則」，「課中議事ノ手続」などから，左院

の議事；議案，命令，法律等を『日新真事誌』に掲載することを取決めた，議

長後藤象二郎とブラック（John　Reddie　Black，貌刺屈）との「定約ノ条例」

までが収録されており，学院の実態解明の手懸りとなり得る近優である。

　いわゆる青表紙；文書，即ち「明治4年から12年にかけて，内山及び太政官書

記官によって編纂・保管され，元来は一体の文書群であった」（『近代史料学の

射程』中野目徹　弘文堂　2000．2）といわれる資料群の1冊で，青色の角裂が

施された美しい継歯である。青色厚手表紙26×18．5cmに，「左院書類」と墨書

した題簸を左上に貼付している。始めに左院入行罫紙を用いた扉頁があり，そ
　　　　　　　　　　　いにごには「辛未入月ヨリ御達書論壇届等書類　左院」と墨書されている。目録は

　当簿冊は青色表紙文書ではあるが，太政官書記官が，始めから編綴したもの

とは考え難い。、語誌，本文とも，左院入行罫紙が用いられ，添書には「御達

書」「左回」等の文言があることから推測すると，左記が編綴していたものを

何らかの理由で青色表紙文書の一群に編入したと考える方が自然である。、いず

れにしろ，青色表紙文書のより一層の解明が待たれるとζろである。

44．諸例規雑纂　参事院　1冊　26．5cm〈公文’・2A　34－3単1632＞

　　【明治14～18　（達　規程　内規　通牒　通達）（編年）】

　参事院は，明治14年10月21日太政官第89号達により設置され，18年12月22日

内閣制度創設により廃止された官庁で，「太政官印属シ内閣ノ五二依リ法律・

規則ノ必定・参預スル所」（参事院章程）であり，「権力内部の統一をはかる権
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力の核心」（『日本近代地方自治制と国家』山中永之佑　弘文堂　ig99．3）と評

されるところである。

　『諸例規雑i纂』は，14年10月から18年8月までの，主として参事院の内規を

編綴した簿冊である。始めに年月日順の標題の目次があり，続いて本文が年子

日順に記載されている。「参事院総会議則」，「公布布達式」，「布告按取扱之

件」，「審理内fR！，’「内局分課庶務規程」，等30件が収録されている。参事院の

組織と機能の解明に資する貴重な簿冊である。

　表紙は薄茶厚紙，左上に「諸例規雑纂」と墨書した題簸を貼付。題簸の下部

に「参事院内務部」の朱印がある。目次，本文とも参事院青色十三行罫紙26．

5×19cm，墨書。

45．官吏任務規例　参事院　1冊　26．5cm＜公文　2A　34－3単1633＞

　　【明治2～18　（達　内規）（編年）】

　明治2年1月から18年2月までの，官吏の任用，服務，懲罰等に係わる例規

を編綴した簿冊である。他官省の達と参事院内規等が混在している。目録は付

いていない。本文は任用，出張，免職，懲罰等それぞれの内容で集められてい

るが，分類項目は立てられておらず，年月日順に並んでいるだけなので解り難i

い。

　表紙は薄茶厚紙，左上に「官吏任務旧例」と墨書した三三貼付。旧臣下部に

「参事院内務部」の朱印がある。本文は，参事群青色十三行罫紙26．5×19cm，

墨書。

46．太政官御達書　元老院　5舟　26．5cm〈公文　2A　34－4単1847－1851＞

　｝【明治8～22　（達）（編年）】

　太政官から元老院宛に発した，明治8年から22年までの達を合罪した簿冊で

ある。全部でr5冊あり，8年の1冊は即断できないが，他は，太政官達書原本

が合綴されている非常に珍しい貴重なものである。

　8年の簿冊は白表紙に黄厚手紙を用い，左上に「太政官御達書」と墨書した

三筆を貼付。始めに目録が付されている。目録は，元老院十行罫紙に，件名と

月日を墨書。本文は，太政官入行罫紙，十行罫紙（26．5×18．5cm）に墨書。た

だし，太政大臣三条実美等の公印がな》・。

　9年以降の各簿冊も，黄厚手表紙に「自（従）朋治○年至同○年太政官御達

書」と墨書した墨黒貼付。本文は，－太政官入行，十行（9年2月から），十三

行（11年から）罫紙に墨書。太政大臣三条実美，右大臣岩倉具視，左大臣有栖

川宮熾仁親王等の公印が押印されている。枠外右下に，月日を朱書，「元老院

受付印」の朱印がある。11年からは枠外右上に「太政官書記官局（後，内閣書
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記局）三三○号」の朱印があり，その下に「元老院受付印」がある。太政官罫

紙の大きさは26．5×18．5cmで同じ。

47．網縄則録　元老院庶務課　1冊　27．8cm　〈公文　2A　34－4単1825＞

　　【明治8～18　（部内回達　指令　規程　内規）（編年）】

　乖老院庶務課が合盛保存していた明治8年から17年の元老院の稟議書原議

（決裁書原奉）である。「議案取扱順序ノ件」「記録課事務制定」「本院登降時限

ノ件」「雇写字生規則制定」など，主として元老院の内規に係わる決裁書原本

が編年で合綴されている。三年の始めには，件名の目次がそれぞれ付されてい

る。決裁印は議長，副議長，幹事，課長，書記官，起案者まであるものから，

幹事，課長止まりのものや，書記官，起案者だけのものなど起案内容によって

様々である・

　白厚手表紙に「諸規則録　自入年至十三年　庶務課」と墨書されている。原

本，目次とも元老院十三行罫紙27．8×19．5cmに墨書。

48．院中規則　元老院会計課　1冊　27．8cm〈公文　2A　34－4単1829＞

　　【明治8～21　（部内回心　指令　規程　内規）（編年）】

　元老院会計課が合綴保存していた，明治8年から22年までの会計課の内規に

係わる元老院の稟議書原研（決裁書原本）と副本である。「会計課判任官事務

分掌」など会計課起案のものは原本が合綴され，その他のものは副本が三三さ

れている。副本には決裁印に擬した朱書が付されている。目次はない。

　白厚手表紙に「院中規則　明治三年ヨリ　会計課」と墨書。会計課の朱印あ

り。表紙見返しにも会計課の朱印あり。原本は，元老院十三行罫紙27．8×19．5

一儲
　　　　　　　　　　　　　　　も49．明治七年地方官会議原本ti・下　地方官会議事務局　2冊26．9cm
　　〈公文　2A　33－9単117ユー1172＞

　　【明治7　（布告布達　達　指令）（編年）】

　明治7年5月から12月に至る，地方官会議の事務の記録原本である。上・下

2冊の簿冊からなり，上は7年5月から7月，下は8月から12月までを記載し

ている。本文は「5月2日勅諭，議院憲法並規則ノ頒布」で始まり，以下日を

追って記載され，達，上申，伺・指令等が収録されている。lr同12日左院ヨリ

英人貌刺屈今般議事新聞掲載願上申」などの記事もみられる。白表紙に「地方

官会議原本」と墨書直書されている。本文は議院十行罫紙に墨書。印はなし。

26．9×19．5cm。
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50．明治八年決裁録　地方官会議事務局　2冊　27．6cm　〈公文　2A　33－9

　　単1174－1175＞

　　【明治8年7，8月　（伺・指令）（編年）】

　地方官会議御用掛，内史本四起案の決裁回議の写を編綴した簿冊である。明

治8年7月と8月の2冊あるが，それぞれ8丁で丁i数は少ない。

　白表紙に「決裁録　地方官会議事務局御用掛」と墨書されている。本文は太

政官十三行罫紙，墨書。印はない。

51．明治八年第八月華廻達留　地方官会議事務局　1冊　27cm　〈公文・2A
　　33－9　　．単1176＞

　　【明治8年8月　（四達）（編年）】

　地方官会議事務局に回達された文書を編綴した簿冊。8月分1冊である。白

表紙に「諸声達留　地方官会議事務局」と墨書。本文は太政官十三行罫紙，墨

書。印はない。

52二外務省布達書　外務省　3冊　26．5cm〈公文　187－357＞

　　【明治10～17（達　伺・指令　通牒　書簡）（編年）】

　明治10年から17年に至る外務省の達，各府県並に在外領事の伺，それに対す

る外務省の指令，通牒，各国領事の書簡等の写しを外務省が編綴した村肝。

　白厚手表紙26．5×19．5cmに「外務省布達書附各駅県並在外領事等へ通知書」

と墨書。本文は外務省十三行罫紙に墨書。

53．内務省番外達　内務省℃2冊　25．5～27cm〈公文　187－324＞

　　【明治13～16　（番外達）（編年）】

　法令の発令毎に印刷配布された，明治13年から16年に至る内務省番外「達

書」を編綴した封冊。

　13～14年は茶色厚手表糧25．5×18cmに「内務省番外達」と墨書。冒頭の13

年1月6日番外達12件は，内務省十三行罫紙に墨書。1件目頭上部に「太政官

記録局」「日本政府図書」の角印（朱）あり。3回目より活版刷「達書」の綴

となる。和紙25．5×18cm。

　15～16年は白厚手表紙27×19．3cmに「内務省号外達」と墨書。「達書」は和

紙27×19．3cm，活版刷。

54．大蔵省布達　大蔵省　9冊〈最裁図　明治文庫0210－19＞

　　【明治7～ユ5　（布達　達）（編年）】

　大蔵省が，各庁府県に直接送達した「大蔵省布達書」と「大蔵省達書」を合
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綴した三三。明治7年から15年まで1年分をそれぞれ1冊にして合綴してあ

る。各簿冊の始めに手書の目録が付されている。

55．大蔵省達・告示　大蔵省　2冊〈最裁図　明治文庫0220マ0221＞

　　【明治16～18　（達　告示）（編年）】・

　明治16年6月までは大蔵省「達書」，大蔵省「告示書」を合綴。16年7月か

らは文書局が「毎月分ヲ三二編纂印刷シテ諸官庁二配布」（17年12月23日文書

局；稟議）した「大蔵省達」「大蔵省告示」を合綴。各回冊のはじめに手書の目

録が付されている。

56．大蔵省検査局類集諸規則附例　大蔵省検査局　21cm〈公文　187－372

　　合綴1冊〉

　　【明治9～11　（附例）（事項）】

　明治9年10月から11年12月に至る大蔵省検査局の附例を編綴したもので，以

下の9件62号が収録されている。

　月俸規則附例第1－12号，旅費定則附例内国ノ至誠1－26号，旅費定則旧例外

国ノ黒質1－3号，旅費規則附例内国ノ経距1号，予算法附例費目ノ部第1－11

号，勘定帳編製法前例第1－5号，県官任期判例第12号，弁当支給法旧例第1－

2号，徴兵入費概則附毒手r号。

　巻首に太政官入行罫紙に墨書した目録がある。白表紙21×15cm。附例本文

は和紙，袋綴，活字印刷。目録に「太政官記録」の印。

　　　　　　　　ん
　　　　　　　　　　ピ
57．陸軍省布達　陸軍省・13冊　22cm〈公文　187－413＞

　　【明治7～13　（布達　達）（編年）】　　x・
　　　　　　　　　ノ　　　　　　　の

白表紙22×16。m．　7，　10，、L、ぬ、3年「太政官記録」の印．．8，1．9年「正院記

録」の印あり。目録は太政官入行青色罫紙に墨書。

58．陸軍省達　陸軍省　18，3，26冊，8冊　〈公文　188－1，188－2，188－6，188－

　　7＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　【明治10～36　（達）（編年）】

　陸軍省「達書」を編綴した簿冊である。年度が入り組んで編綴されているの

で，明治18年までを年順に，国立公文書館の請求番号で整理すると以下の様に

なる。
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　10年〈公文188－2＞，12年〈公文188－2，公文188－6＞，14年〈公文188－6＞，15

年〈公文188－2＞，16年〈公文188－1，公文188－7＞，17年〈公文188－1，公文188－

6＞，18年〈公文188－6＞。

　各簿冊とも白厚手表紙に墨書。各簿冊に「太政官記録局」の印あり。

59．陸軍省諸黒甜及規則　陸軍省　2冊　20．5cm〈公文　188－11＞

　　【明治4～8　（布告　布達　達）（事項）】

　陸軍省の条例，規則を編綴した簿記。甲乙の2冊ある。甲には「陸軍省条

例」「参謀局条例」「徴兵令同附録」「徴兵令参考」「徴兵令附録」「近衛編成」

「改定近衛編成」「改訂近衛条例」，乙には「大阪鎮西東北鎮台条例」「工兵方面

条例」「教導団概則同附録」「陸軍敬礼式」「軍医部章程」「在外会計部大綱条

例」「陸軍兵学寮概則」「砲兵方面並本直廠条例」が収録されている。

　表紙左上題簸，中央上に条例名列記を貼付。「左院蔵書」に消印。「史官之

印」，「太政官記録」の朱印あり。20．5×14．5cm。

60．陸軍省諸條例　陸軍省　1冊　20．5cm〈公文　188－10＞

　　【明治6～8　（布告布達達）（事項）】

　上記と同じく陸軍省の諸条例を編綴した高議。「参謀局条例」「海軍軍医寮学

舎規則」以下10条例が収録されている。殆どが上記甲乙の内容と重複してい
る。

　「太政官記録」「左院蔵書」「法制課」の朱印に消印あり。20．5×14．5cm

61．陸軍省諸職例　司法省　2冊　13cm〈法務図　B900　R1－6＞

　　【明治13年10月，14年12月現在（布告　布達　達）（事項）】

　司法省類聚法規編纂係が編纂した陸軍省諸条例の法令集である。2冊あり，

1冊は明治13年10月現在の現行法109件，もう1冊は14年12月現在の現行法21

件を収録している。かなり網羅的に収録されている。
　　　　　　　　　　　　　ぐ
　13年現在は819丁，14年現在は192丁。活字印刷。「司法省第六局」「類聚法規

編纂係」の角印がある。

62．陸軍戦時諸規則　陸軍省　16冊　18cm〈公文188－9合羽1冊〉

　　【明治18年1月現在　（規則）（事項）】

　明治18年1月現在の「戦時砲兵部服務規則」「戦時工兵部服務規則」「戦時憲

兵服務規則」「戦時病院服務規則」等16件の陸軍戦時諸服務規則が収録されて

いる。　’　　　　　　　　　　　　　　，

　：茶表紙18×11cm，左上題簸貼付。本文は洋紙，活版。敢なし。
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63．・海軍規則　海軍省　1冊　23．6cm〈公文　188－342＞一

　　【明治4　（布告　布達　達）（編年）】

　海軍の服制と旗章に関する法令が合綴された簿冊である。以下の法令が収録

　　　　　　　　　　へされている。「海軍服制」（辛未5月3日），「海軍旗章」（辛未10月），「海軍服

制」（辛未12月23日），「海軍旗章」（辛未12月20旧），「兵部省官員服制海軍之

部」（辛未12月20日），「火薬運送規則」（辛未10月）

　「青色表紙文書」の一志冊。23．6×17cm。表紙中央に題簸貼付。墨書で「海

軍規則」その下に収録法令名を列記。本文は入行の罫線で口分けされた木版

刷，和紙23．6×17cm。「海軍旗章」（辛未10月）は22×17cmで若干小さい。

64．文部省布達・達　文部省　2冊　〈最裁図　明治文庫0290，0292＞

　　【明治6～14　（布達　達）（編年）】、

　明治6年から14年に至る文部省「布達書」「達書」を収集編綴した忍野で6

～11年と12～14年の2冊ある。

65．文部省達・告示　文部省　1冊　〈最裁図　明治文庫0293＞

　　【明治15～18　（達　告示）（編年）】

　明治15年から18年の文部省「達書」「告示書」を編綴した三三である。16年

7月以降は，官報発行後月毎にまとめて別に印刷配布された達と告示が編綴さ

れている。　　　　　　　　　、

66．内外交渉法例類纂　司法省　1冊　27cm　〈法務図　B900　S1－27＞

　　【嘉永7～明治17（条約　希告布達　達伺・指令）（事項）】

　嘉永から明治初年に締結され奉条約と領事裁判に係わる法令を司法省が分類

編纂した法令資料である。条約は嘉永7年から明治11年まで，法令は明治2年

費，失踪後処分，譲り証書，訴訟用界紙，動産差押，代人，上告，呼出，三

審，刑事，雑部の17に分けられている。

　表紙左上に「内外交渉法例類纂　完」と墨書した題簸が貼付されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ目録，本文とも司法省十三行罫紙に墨書である。糸綴の和装本。

67．憲章類纂　第1－2巻　弾正台　2冊　26cm〈法務図　B900、D3－1＞・

　　【慶応4～明治4　（布告、布達　達）（事項）】
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　弾正台は明治2年5月22日刑法官監察司に代わり設置され，4年に司法省の

設置により廃止された。府藩県の監察機関である。

　この『憲章類纂』は，弾正台に係わる法令を類聚編纂したもので，慶応4年

から明治4年までを収録している。全2巻からなり第1巻は台職部，太政官，

諸官省之部，府藩二部，第2巻は外国部に分けられている。各巻首に件名の目

録がある。目録，本文とも弾正台入行罫紙26×16cmに墨書。

68．工部省布達　工部省　3冊　〈最三図　明治文庫0302～0304＞

　　【明治6～18　（布達　達）（編年）】

　明治6年かち18年に至る工部省「布達書」「達書」を編綴した簿冊である。

明治6～10年，9～18年（表紙には6～13年），11年～18年の3冊がある。16

年7月以降は官報発行後月ごとにまとめられて別に印刷配布された「達士「告

示」が編綴されている。

69．農商務省達全書　農商務省　4冊　26．5cm〈公文　188－125＞

　　【明治14～18　（布達　達）（編年）】

　法令の発令毎に印刷配布された明治14，15，17，18年の農商務省「達書」を

合綴した簿冊。但し17，18年は太政官十三行罫紙に墨書した写。

　太政官記録局（18年は内閣記録局）の朱印があり，記録局が合嫁した簿冊で

あると推定される。達書は和紙，袋綴，活版，26．5×18．5cm。

70．宮内省布達及達・告示　宮内省　2冊　21cm〈公文　187－336＞

　　【明治7～18　（達　告示）（編年）】

　法令の発令毎に印刷配布された，宮内省「達書」「告示書」を編綴した簿

冊。各年度の目録が付されている。15年は欠。別の簿冊’〈公文187－351＞にあり。

　白表紙21×1Sごm，目録は太政官入行青色罫紙に墨書，「太政官記録」の印が

ある。　ゴ

71．華族法例彙纂　内閣記録局　1冊　26．2cm〈公文　2A　34－1単1397＞

　　【明治e2～21（布告布達　達　往復照会伺・血忌）（事項）】

　「本編ハ本局事務参考ノ資二供セン」（凡例）ため編纂されたもので，明治2

年6月から21年3月に至る華族に係わる布告，布達，達，及び往復照会，伺指

令，内規等の重要なものを悉く収録したものである。

　始めに目次に該当する分類索引が付され，’以下分類順に配列された本文へと

続く。分類内の法令は年月日順に配列されている。本文中，柱立てになる各分

類項目の次に，法令あ沿革に関する詳細な「沿革略記」が付されている。ま
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た，改廃のある法令本文の欄外上部に「改廃ノ由」が記されている。分類は，

総記，願伺届，華族局，類別並側管聯長華族家人，授爵，叙任，任官，勲

章，待遇，朝拝参賀参拝，非常御近火拍所，酒齪下賜，天盃頂戴，下馬下乗，

昇降，・門鑑門規，服制通則，など50項目である。

　茶色表紙26．2×18．7cm。表紙左上に「華族法例三三」と墨書した三三貼付。

凡例，索引，本文とも内閣十三行罫紙に墨書。丁数は記されないが索引16丁，

本文281丁。凡例右上に「内閣記録局」の角印（朱）あり。

　　ノ

72．華族須知　内閣記録局　明治20　1冊26cm〈公文2A　34－1単
　　1393＞

　　【明治2～20　（布告野州・指令　通牒　通知　上申）（事項）】

　明治20年7月，内閣記録局によって編纂された，明治2年から20年の華族に

関する法令の事項別法令集である。

　分類は，総規，華族局職制，待遇，叙任，待遇，朝拝，服制，学事，戸籍，

継嗣，願伺，営業，，財産，懲戒，・華族会館，令扶，、雑款の17項目に分けられ，

内容は太政官布告，達，宮内省達，式部男達，華族局達，各府県伺と宮内省指

令，通牒，通知，照会，上申，願，等125件が収録されている。華族に係わる

法令を集成した貴重な簿冊である。

　始めに，分類別の標題の目録が付く。分類内は法令種別，標題，年月日が編

年に配列されている。本文の配列も分類順で分類内は編年である。枠外上部に

黒枠で囲われた標題が記され，その下の枠内に，年月日，法令番号が記載さ

れ，次行に法令本文が記載される。『法規分類大全』・と同じ記載形式が用いら

れている。　　　　　　　　翁

　表紙に白和紙。左上に嘩族須知」と墨書された題籏が貼付されている。

　　　　　　　　　　　く　目録は，’内閣記録局十三行青色罫紙26×19cmに墨書。この罫紙は一行を四

つに分ける横の罫線が引かれている目録専用のものである。本文は内閣十三行

朱色罫紙26×19cm，墨書。18年9月5日宮内省達「華族女学校規則」はv・版

野「　」と騨轡＋三行青色罫紙甲×㎞を用いてい

73．開拓使布達　開拓使　5冊　21cm〈公文　188－149合綴5冊〉

　　【明治7～13『（布達　達）（編年）】

　法令の発令とともに印刷配布された開拓使の全府県宛の「布達書」「達書」

を合即したもの。明治7年から13年まで5冊に合判されている。

　薄＝茶色表紙21×15cm。，7，8，9年に「正院記録」の印があり，11，12，13年

に「太政官記録」の印がある。
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74．開拓使布達　開拓使　3冊　22．8～24cm〈公文　188－143＞

　　【明治2～11　（布達　達）（編年）】

　開拓使が本支庁，東京出張所，管内，特定県宛に発した達を編綴した三三。

「明治2～9年」「8～10年」「10～11年」の3冊がある。

　「2～9年」は白表紙22．8×15．5cm。太政官入行青色罫紙，墨書。「太政官記

録」の印あり’。「8～10年」は白表紙22．8×15．5cm。太政官入行青色罫紙，墨

書。印なし。「10～11年」は白表紙24×17cm。開拓使十三行青色罫紙，墨書。

印なし。

75．内国勧業博覧会事務局布達　記録課　2冊　28cm〈公文　188－208＞

　　【明治13　lr　14　（布達　達）（編年）】

　法令の発令毎に印刷配布された明治13，14年の内国勧業博：覧会事務局の「布

達書」「達書」を編綴したものである。

　13年の三三は，甲第1号布達から三三3号布達，三三1号達から三三4号達

を編綴。白厚手表紙26．5×18．8cmに「内国勧業博：覧会事務局布達」と直接墨

書。裏表紙に記録課と墨書がある。

　14年の簿：冊は，玉磨4号布達，乙第5号達から乙第7号達を編綴。白厚手表

紙28×19．5c’mに「内国勧業博覧会事務局」とのみ墨書。

（まつむら　みきご　調査及び立法考査局法令議会資料課）

一35一




